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県内８市と「災害時における広域防災拠点の活用に関する協定」を 

締結し、県広域防災拠点の強化を図ります 

 
 県では、広域災害に備え、県関連施設を県広域防災拠点として指定しているところです。 

このたび、発生が危惧されている「南海トラフ巨大地震」等を鑑み、その機能をさらに強化

するため、県内８市と「災害時における広域防災拠点の活用に関する協定」を締結し、市町村

有施設を追加指定することとしましたのでお知らせします。 

これにより、県の広域支援及び広域受援体制をさらに強化してまいります。 

 

 

記 

 

１ 協定を締結した市及び施設 

圏域 市 県広域防災拠点追加施設 協定締結日 

岐阜 岐阜市 岐阜ファミリーパーク 平成２６年８月１１日 

西濃 大垣市 浅中公園総合グラウンド 平成２６年８月１１日 

中濃 関市 中池公園 平成２６年８月１１日 

可児市 ふれあいパーク・緑の丘 平成２６年８月１１日 

郡上市 郡上市合併記念公園 平成２６年８月１１日 

東濃 多治見市 多治見運動公園 平成２６年８月１１日 

恵那市 まきがね公園 平成２６年８月１１日 

飛騨 高山市 飛騨高山ビッグアリーナ 平成２６年７月 ９日 

 

２ 協定の内容 

  災害時に県の求めに応じて、市町村有施設を県広域防災拠点として使用する。 

（１）県広域防災拠点として活用する施設 

   活動拠点又は物資集積拠点又は広域医療搬送拠点として活用できるスペース 

（２）開設・運営方法等 

  ① 開設・運営の主体 県 

② 開設期間     １ヶ月を目途。協議により延長可能 

 

 

インターネットでの情報提供 

提供予定日 ８月２１日（木） 

平成２６年８月２０日（水） 県政記者クラブ配布資料 

担 当 課 担 当 係 担 当 者 電話番号（内線） 

防災課 防災支援係 永井、小椋 
内線 2739、2745 

直通 058-272-1125 
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【参考】県広域防災拠点とは 

  大規模災害時に、警察、消防、自衛隊等の応援部隊の「活動拠点」、物資を集積配分する「物 

 資集積拠点」、傷病者の搬送等を行う「広域医療搬送拠点」について、「岐阜県災害時広域受

援計画」で次の施設を指定しています。 

 

 ＜県広域防災拠点＞ 

圏域 所在地 拠点名 

岐阜 岐阜市 岐阜メモリアルセンター 

羽島市 岐阜県立看護大学 

西濃 大垣市 ソフトピアジャパン 

中濃 美濃加茂市 国際たくみアカデミー 

東濃 多治見市 セラミックパークＭＩＮＯ 

飛騨 高山市 飛騨エアパーク 

下呂市 下呂総合庁舎 

 

  


